
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業

所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助

成金を利用できます（熊本地震の影響による休業であれば熊本

県以外の事業所でも利用できます）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ 

～休業や一時離職する場合の給付金のお知らせ～ 

 

○ 雇用保険に６ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。 

○ 熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合が対象です。 

○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワ

ークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。 

（受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相

談ください。） 

※制度利用に当たっての留意事項 

本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了

し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であっ

た期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。 

詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面へご相談ください。 

②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 

 

○ 労働者に支払った休業手当相当額の２／３（中小企業の場合）を助成します。 

○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します（なお、地震

による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません） 

・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合 

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合 

・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合 

・ 風評被害により、観光客が減少した場合 

 

① 熊本県内の事業所が地震により直接被害を受け、労働者 

が休業又は一時離職する場合 
 

地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業

した場合や一時的に離職した場合（雇用予約がある場合も含みます）は、

雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。 
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沖縄労働局管内ハローワーク一覧表 

① 熊本県において事業所が地震により直接被害を受け、沖縄県内に労働者が一時離職する

場合の雇用保険に関する連絡先【雇用保険特例措置】   

 

【沖縄県内の地方運輸局】 

 

② 地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合【雇用調整助成金】 

 

労働局・ハローワーク  所在地  電話番号 

沖縄労働局職業安定部

職業安定課 

〒900－0006 

那覇市おもろまち 2-1-1  

那覇第 2地方合同庁舎 1号館 3 階 

 

098-868-1655 

 

ハローワーク那覇  
〒900-8601 

那覇市おもろまち 1-3-25（2階） 
098－866－8609（11＃） 

ハローワーク沖縄 
〒904－0003 

沖縄市住吉 1－23－1（2階） 
098－939－3203 

ハローワーク名護 
〒905-0021 

名護市東江 4－3－12（2階） 
0980－52－2810 

ハローワーク宮古 
〒906-0013 

宮古島市平良字下里 1020 
0980－72－3329 

ハローワーク八重山 
〒907－0004 

石垣市字登野城 55－4（１階） 
0980－82－2327 

沖縄総合事務局 

運輸部船舶船員課 

〒900－0006 那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第 2地方合同庁舎 2号館 5 階 
098－866-1838 

宮古運輸事務所 
〒906-0013 

宮古島市平良字下里 1037－１ 
0980－72－4990 

八重山運輸事務所 
〒907－0002 

石垣市字真栄里 863-15 
0980－82－4772 

労働局・ハローワーク  所在地  電話番号 

沖縄労働局職業安定部

職業対策課 

（沖縄助成金センター） 

〒900－0006 

那覇市おもろまち 2-1-1 那覇市第 2地方

合同庁舎 1 号館１階 

 

098-868-1606 

 


